
 ■ 問  下水道河川計画課　☎086-803-1499　■ FAX086-803-1747

浸水（内水）ハザードマップを公表しています

 ■ 問  下水道河川計画課河川防災室　☎086-803-1434　■ FAX086-803-1747

災害に自助・共助で備えましょう
浸水対策用の土のうなどを配布します

　ゲリラ豪雨などの増加により、全国的に浸水のリスクが
高まっています。平成30年７月豪雨では、岡山市において
も下水道や用水路および側溝などで排水しきれなくなった
雨水がまちに溢れだす【内水氾濫（ないすいはんらん）】
により各地で被害が発生しました。

　この内水氾濫による被害の軽減などに役立てていただく
ため、「浸水（内水）ハザードマップ」を作成し、市ホー
ムページでの公開と、窓口での配布をおこなっています。
　もしもの時に備え、浸水の想定区域や避難場所などをご
確認いただき、被害軽減のためにご利用ください。
※本マップは、旭川など河川堤防が決壊した場合を想定し
た洪水ハザードマップとは異なります。
※平成30年７月豪雨を反映した浸水（内水）ハザードマッ
プは、現在作成中です。
◆配布場所
　下水道河川局各課、各区役所・支所・地域センター

市民向け土のう配布を台風直前から定期配布に
　大雨による浸水被害を自助と共助により軽減するため、
土のうなどを配布しています。今までは台風など事前に豪
雨が予想できる場合に、その都度、土のうを配布していま
したが、台風以外の豪雨にも対応するため、５月から下記
のとおり定期的に配布を行っています。

給付日時
第２回：６月23日㈰９時30分～17時
※出水期（６月～10月）中に月１回程度開催。
　（第３回以降については、本紙７月号以降に掲載予定）
給付数量
　給付数量は１世帯あたり20袋まで（土または袋がなくな
り次第終了。スコップは市で用意）
※原則、雨天決行。市内に気象などの警報が発令された場
合は中止。

内水による浸水例

情報面

マップ面

●配布場所

台風接近時の緊急給付は行いませんのでご注意ください

吉井川浄化センター
（東区西大寺新地）

南区役所駐車場
（南区浦安南町）

岡山ドーム東側市有地
（北区野田四丁目）

消防教育訓練センター
（中区桑野）

 ■ 問  被災者支援本部（危機管理室内）　☎086-803-1082

　平成30年７月に発生した西日本豪雨の被災者の皆さんに心よりお見舞い申し上げます。市で行っている支援の状況につ
いてお知らせします。
　まだ申請手続きをされていない人は、お早めに手続きをお願いします。なお、支援内容には申請期限が近いものがあり
ますので、ご注意ください。    

　　　　　 支援内容

一般のもの（住宅）

事業用（店舗・工場・事務所等の
建物や設備、資材、商品等）
※住宅を除く
農水産業用の施設（ハウス、倉庫
等）、機械等
損壊家屋の解体・撤去
土砂混じりがれきの撤去

住宅の応急修理制度

災害援護資金の貸付

被災者生活再建支援金

後期高齢者医療保険料の減免

保育料・幼稚園授業料等の減免

保育園・認定こども園の一時預か
り利用料の補助
幼稚園授業料・預かり保育利用料
の補助
認可外保育施設利用料の補助

緊急的な一時預かり利用料の補助

市独自の融資支援制度（事業用）

国民健康保険料の減免

国民健康保険の窓口負担分の免除

介護保険料の減免

介護サービスの利用料の減免

障害福祉サービス等の利用料の減
免
後期高齢者医療保険の窓口負担分
の免除
義援金・見舞金
市税証明手数料の免除
住民票の写し・印鑑登録証明書手
数料の免除

　　　　　　　　　 申請期限など

り災証明書は、被災に対する各種の支援を受けるときに
必要です。
各支援制度には期限がありますので、利用を検討されて
いる人は、お早めにり災証明書を申請してください。
り災日から月日が経過すると、被災状況の確認および証
明が困難になる場合があります。

６月28日まで。
６月28日まで。
６月28日まで。
※以降の申請については別途ご相談ください。
６月28日まで。
基礎支援金＝災害のあった日から13カ月の間
　　　　　　（８月４日まで）。
加算支援金＝災害のあった日から37カ月の間
　　　　　　（令和３年８月４日まで）。
４月～６月までの３カ月間に相当する保険料を対象とし
て減免（既に災害減免の申請書を提出済みの人は再度の
申請不要）。新規申請は９月30日まで。
４月～６月までの保育料・幼稚園授業料等を対象として
減免（平成30年度中に入園していて災害減免の申請書を
提出済みの人は再度の申請不要）。４月以降の新たな入
園者は９月30日までに申請が必要。
４月～６月までの利用料を対象として補助。
９月30日が申請期限。

４月～６月までの利用料を対象として補助。
９月30日が申請期限。

４月～６月までの利用料を対象として補助。
９月30日が申請期限。
令和２年１月31日まで。
４月～６月までの３カ月間に相当する保険料を対象とし
て減免（既に災害減免の申請書を提出済みの人は再度の
申請不要）。
６月30日までは窓口負担免除（既に一部負担金等免除証
明書の所持者は再度の申請不要）。
４月～６月までの３カ月間に相当する保険料を対象とし
て減免（既に災害減免の申請書を提出済みの人は再度の
申請不要）。
６月30日までは利用料が免除（既に減免認定証の所持者
は再度の申請不要）。
６月30日までは利用料が免除（既に減免の申請書を提出
済みの人は再度の申請不要）。
６月30日までは窓口負担が免除（既に一部負担金免除証
明書の所持者は再度の申請不要）。
お早めに手続きしてください。
当分の間継続。

当分の間継続。

　　　　　窓口
各区役所市民保険年金課※
各支所総務民生課

産業振興・雇用推進課

各区役所農林水産振興課※
各支所産業建設課

環境事業課

建築指導課
住宅課

各区役所市民保険年金課※
各支所総務民生課

医療助成課

就園管理課

（公立）幼保運営課
（私立）保育・幼児教育課

保育・幼児教育課

こども園推進課

産業振興・雇用推進課

各区役所市民保険年金課※
各支所総務民生課

介護保険課

障害福祉課

医療助成課

福祉援護課
税制課

区政推進課

電話番号

14ページ下段参照

☎086-803-1325

14ページ下段参照

☎086-803-1297

☎086-803-1446
☎086-803-1466

14ページ下段参照

☎086-803-1217

☎086-803-1432

☎086-803-1227
☎086-803-1228

☎086-803-1228

☎086-803-1430

☎086-803-1325

14ページ下段参照

☎086-803-1242

☎086-803-1241

☎086-803-1235

☎086-803-1217

☎086-803-1717
☎086-803-1166

☎086-803-1033
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平成30年7月豪雨の被災者の皆さんへのお知らせ

※各区役所へは代表電話（☎086-803-1000）からおつなぎします。
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